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第５章 企業立地制度事例 

 

５－１．企業立地事例の概要 

（１）概要 

企業誘致や立地支援策について、他市参考事例を収集・整理する。 

 

（２）対象とする自治体 

対象とする自治体は、県内我孫子市のある東葛地域１１市のうち、企業立地関連制度や条例のあ

る自治体について、WEBより調査を行ったところ、２市が該当したが、９市には、制度・条例がな

かった。また、印旛地域及び千葉市など周辺へ対象範囲を広げ、我孫子市と同程度以上の人口のあ

る自治体について、同様の調査を行ったところ、５市が該当した。事例収集対象を次の表に示す。 

 

表．事例収集対象 

区分 自治体名 シート No. 制度 

千 

葉 

県 

東葛地域 
柏市 No.1 企業立地促進制度 

流山市 No.2 企業立地優遇制度 

印旛地域 

 

白井市 No.3 企業立地優遇制度 

印西市 No.4 印西市企業立地奨励制度 

成田市 No.5 成田市企業誘致制度 

佐倉市 No.6 企業立地支援制度 

県庁所在地 千葉市 No.7 企業立地補助金制度 

 

また、経済専門誌調査より抜粋した全国政令市11の主な企業誘致策、産業振興策を掲載する。自

治体と施策を次の表に示す。 

表．全国政令市企業誘致策 

区分 自治体名 施策 

政令指定都市 

札幌市 札幌圏みらいづくり産業立地促進事業 

さいたま市 さいたま医療ものづくり都市構想の推進 

千葉市 中規模本社立地事業 

横浜市 企業立地促進条例 

新潟市 NIIGATA SKY PROJECT 

静岡市 中小企業事業高度化機械設備事業 

浜松市 新産業創出事業費補助金 

名古屋市 小規模企業者設備投資促進補助金 

京都市 中小企業パワーアッププロジェクト 

堺市 企業投資促進事業 

北九州市 航空機産業誘致促進事業 

  日経グローカルNo.199（平成24年7月２日）より 
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図．事例収集対象 

 

 

  

NO.3 

 NO.5 

 

NO.2 

 

NO.1 

 

NO.6 

 

NO.4 

 

NO.7 

 

制度・条例あり 

制度・条例なし 
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No.1 補助金・助成金 千葉県 柏市 経済産業部商工振興課 

制度名 企業立地促進制度 

概 要 ・柏市では、市内の企業立地促進地域（工業専用地域、工業地域、工業団地等）において、工場や

研究所などの事業施設を設置し、営業を行う企業に対して、企業立地促進奨励金を交付している。 

・柏市に立地する企業のうち、次のいずれかに該当するものに対し、柏市企業立地促進奨励金交付

要網に基づき、1億円を限度に奨励金が交付される。 

企 業 立 地

に 対 す る

支援 

１．支援の対象となる施設 

（１）工場（製造業） 

（２）研究所（下記の分野について学術的研究、試験、開発研究を行う施設） 

（３）その他の事業所（下記の分野で市長が特に必要と認めるもの。商業施設を除く） 

２．支援の対象となる分野 

（１）バイオテクノロジー関連産業 

（２）ナノテクノロジー関連産業 

（３）ロボット関連産業 

（４）情報通信関連産業 

（５）環境関連産業 

（６）ライフサイエンス、健康、医療関連産業 

（７）食品関連産業  

（８）その他市長が特に必要と認める産業 

3．支援の対象となる地域 

（１）工業専用地域、工業地域（都市計画法第 8条第 1項第 1号） 

（２）市内工業団地（十余二、根戸、柏三勢、柏機械金属、沼南、風早、柏鷲野谷、柏サイエンス

パーク） 

（３）工場立地調査簿に記載されている地域（工場立地法第 3条） 

（４）その他市長が特に必要と認める地域 

 

4．対象となる事業及び奨励金の額 

  投下固定資産額 雇用労働者数 奨励金の額 期間 

新規立地 3億円以上 10人以上 税額相当額 3年 

本社の立地 3億円以上 30人以上 税額の 2分の 1 1年 

外資系企業の立地 3億円以上 30人以上 税額の 2分の 1 1年 

増設 1億円以上 10人以上 税額相当額 1年 

ベンチャーステップ 1億円以上 10人以上 税額相当額 3年 

(補足) 

・税額とは、固定資産税及び都市計画税の額を指す。 

ベンチャーステップとは、東葛テクノプラザ又は東大柏ベンチャープラザに入居していた企業

が、退去の日後 3年以内に立地計画書を提出した場合。 

・なお、本制度の適用企業のうち、投資金額が３億円以上でかつ新規雇用が３０人以上の企業に対

しては、千葉県から、柏市の奨励金と同額（ただし１億円を限度）の補助金が交付される。（千

葉県立地企業補助金交付要網による）。 
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No.1 補助金・助成金 千葉県 柏市 経済産業部商工振興課 

企業立地

に対する

支援 

5．留意事項 

・奨励金の交付に当っては、交付決定の日から一定期間、対象となる事業施設の営業を継続してい

くことを条件とする。 

・詳細については、以下の交付要綱を参照 

柏市企業立地促進奨励金交付要綱（H24.4.1改正） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他 

支援制度 

１．新産業創出に対する支援 

（１）産学連携事業 

・大学や公設試験研究機関等の協力を得て、新技術・新製品の共同研究・開発等を行う経費の一部

を助成（限度額：300万円） 

（２）販路開拓事業 

・過去 5年以内に、国・県・市等の助成を受けて開発した新製品の販路開拓経費の一部を助成 

（限度額：200万円） 

 

２．中小企業の活性化に対する支援 

（１）ISO900シリーズ、ISO14000シリーズの審査・認証取得経費の一部を助成 

（限度額：30万円） 

（２）エコアクション 21の審査・認証所得経費の一部を助成 

（限度額：10万円） 

（３）経営革新事業費の一部を助成 

（限度額：30万円） 

（４）知的財産権取得・登録事業経費の一部を助成 

   （限度額：10万円） 

 

３．ベンチャー企業に対する支援 

・東大柏ベンチャープラザに入居して研究開発の成果に基づき事業化を目指している企業に対し、

入居費用を助成 

 

４．創業に対する支援 

・柏市では創業する企業に対して、運転資金と設備資金を融資 

（限度額：合計で 1,500万円） 
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No.２ 補助金・助成金 千葉県 流山市 総合政策部 誘致推進課 

制度名 企業立地優遇制度 

概要 ・既存の制度（企業立地の促進に関する条例）に対して、対象範囲が拡充された。 

・固定資産税、都市計画税相当額を 5 年間（本社機能を有する場合は 7 年間）奨励金とし

て交付 

•市民を雇用した場合に 1人あたり 20万円（限度額 600万円）を奨励金として交付 

•太陽光発電設備を設置した場合は発電能力 1 キロワットあたり 5 万円、雨水利用設備を

設置した場合は有効貯水量 1 立方 メートルあたり 5 万円（それぞれ限度額 100 万円）

を助成金として交付 

適用対象 1．奨励内容及び対象要件 

・次のいずれにも該当し、下の各要件及び対象施設となる企業に予算の範囲内で奨励金又は助成金

を交付する。 

（1）流山市内の土地を購入又は賃借して工場や研究所、事業所を取得、若しくは新築して事業を

開始するもの 

（2）国税、都道府県税及び市町村税を完納しているもの 

2．対象施設 

（1）日本標準産業分類（平成 21年総務省告示第 175号。以下「産業分類」という。）による分

類 D建設業中分類 06総合工事業の用に供する事務所 

（2）産業分類による大分類 Eの製造業の用に供する工場 

（3）産業分類による大分類 Gの情報通信業の用に供する事業所 

（4）産業分類による大分類 L学術研究、専門・技術サービス業の用に供する事業所 

（5）バイオテクノロジー、ナノテクノロジー、ロボット等の先端技術関連業務の用に供する事業

所 

（6）その他特に産業の振興に寄不すると市長が認めるもの 

 

奨励金の

種類 

１．企業立地促進奨励金 

交付金額：固定資産税及び都市計画税相当額 

交付期間：5年間（本社機能を有する場合は 7年） 

要件 

・投下固定資産額が 1億円以上 

・常時雇用従業員数が 10人以上 

２．雇用奨励金 

交付金額：雇用者 1人あたり 20万円（限度額 600万円） 

交付期間：1企業 1回限り 

要件：土地を取得又は賃借後 5人以上の市民を 1年以上雇用 

３．環境配慮型設備設置費助成金 

（１）太陽光発電設備設置費助成金 

交付金額：発電能力 1キロワットあたり 5万円を乗じた額（限度額 100万円） 

交付期間：1企業 1回限り 

要件：当該事業所に発電能力 10キロワット以上の太陽光発電設備を立地日までに設置 

（２）雨水利用設備設置費助成金 

交付金額：有効貯水量 1立方メートルあたり 5万円を乗じた額（限度額 100万円） 

交付期間：1企業 1回限り 

要件：当該事業所に有効貯水量 5立方メートル以上の雨水利用設備を立地日までに設置 
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No.３ 補助金・助成金 千葉県 白井市 
市民経済部 商工振興課 

企業誘致推進室 

制度名 企業立地優遇制度 

概 要 

・白井市では「企業立地促進条例」を定め、市内に新設・増設・移転により事業所を立地し、平成

１８年４月１日以降に操業する事業者に対して企業立地奨励金・雇用促進奨励金を交付する。  

・奨励金の交付を受けようとする場合、企業立地奨励金は、操業開始日から２ヵ月以内、雇用促進

奨励金は、操業開始日から４ヵ月以内に市に指定事業者指定申請書（第１号様式）を提出する。  

・なお、市の指定後、企業立地奨励金は、各年度の市税等を完納した日から起算して１ヵ月以内、

雇用促進奨励金は、操業開始日から起算して１５ヵ月を経過した日から起算して１ヵ月以内に企

業立地・雇用促進奨励金交付申請書（第５号様式）に関係書類を添えて提出する。 

  

適用対象 

１．対象となる地域（促進地域）  

 市街化区域内  

２．対象となる施設  

 工場、研究所その他事業所  

 ※その他事業所とは、日本標準産業分類に記載されている事業の用に供する施設をいい、次の施

設は除く。  

（１）丌動産賃貸施設  

（２）飲食施設  

（３）娯楽施設  

（４）浴場施設  

（５）風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可又は届出を要する施設  

３．奨励金の種類  

（１）企業立地奨励金  

（２）雇用促進奨励金  

４．企業立地奨励金  

（１）事業者の要件 【※以下の要件をすべて満たしていること】  

 ・投下固定資産額が１億円以上であり、常用雇用者が１０人以上の事業者であること  

 ・促進地域に土地を確保した後、３年以内に操業を開始する事業者であること  

  ※投下固定資産額とは、事業者が対象施設の新設・増設・移転に要した費用のうち地方税法 

第３４１条に規定する土地、家屋及び償却資産の取得に係る合計額をいう。  

（２）交付額  対象施設の固定資産税及び都市計画税相当額  

（３）交付期間 ５年間  

（４）その他  

 ・指定された事業者が、当該年度末までに納期が到来する市税、使用料その他公課を期限までに

完納しないときは当該年度の奨励金は交付しない。  

５．雇用促進奨励金  

（１）事業者の要件  

 ・対象施設の操業開始日の前後３ヵ月の間に雇用した市民常用雇用者を引き続き１年以上経過し

た日において５人以上雇用している事業者  

（２）交付額   

 ・市民常用雇用者１人につき１０万円、市民常用雇用者が障害者の場合は１人につき３０万円  

（３）交付回数  １回限り  

（４）その他  

 ・指定された事業者が、操業開始日から起算して１５ヵ月を経過する日までに納期が到来する市

税、使用料その他公課を期限までに完納しないときは奨励金を交付しない。 
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No.４ 補助金・助成金 千葉県 印西市 環境経済部 経済政策課  

制度名 印西市企業立地奨励制度 

適用対象 

促進地域 市街化区域内 

対象施設 促進地域に新設、増設及び移転される事業所及び関連施設（別表参照） 

事 業 者 対象施設を新設、増設及び移転して事業を営むもの 

奨励措置 

立地奨励金 雇用奨励金 

◇ 対象施設の固定資産税収納相当額を限度として交付（増設・

移転の場合は土地・家屋の固定資産税相当額を限度として交

付）奨励金の総額は７０億円を上限として交付（交付対象期間

通算の上限額） 

◇ 交付対象期間は、操業開始の翌年の４月１日から起算して５

年間または７年間（別表参照） 

◇ 市税、使用料その他の公課を当該年度末までに完納しないと

きは当該年度を対象とする奨励金は交付しない 

※ 国有資産等所在市町村交付金の対象となる土地を事業用借地

する場合は、当該交付金相当額を土地の固定資産税収納相当額

とみなす。この場合、交付対象期間は操業開始の翌々年の４月

１日から起算 

◇ 対象となる常用雇用者１人

につき１０万円、障害者の場

合は２０万円を交付 

◇ 奨励金の総額は、１，０００

万円を上限として交付 

◇ 奨励金の交付は、１回限り 

要 件 

◇ 投下固定資産額が基準額以上（別表参照） 

◇ 事業者は、促進地域に土地を確保した後、５年以内に操業開

始 

◇ 法令等を遵守し、周辺環境に十分配慮し、公序良俗に反しな

い事業者・対象施設 

◇ 市税、使用料その他の公課を完納 

※ 投下固定資産額とは、事業者が対象施設の新設、増設又は移

転に要した費用のうち地方税法第３４１条に規定する土地、家

屋及び償却資産の取得に係る合計額をいう 

◇ 操業開始日の６ヵ月前から

操業開始日までに雇用され操

業開始日の１２ヵ月後におい

ても引き続き雇用されている

市民である常用雇者が１０人

以上 

◇ 市税、使用料その他の公課を

完納 

失 効 

平成２６年３月３１日（指定の申請期限は平成２６年２月１日）。 

※ ただし、この条例の失効前にこの条例の規定による指定を受けた事業者については、なお従前

の例による。 

その他 

※ 立地奨励金の交付を受けようとする場合は、事前に事業者の指定を受けなければならないので、

事前に相談をする（指定の申請期限は操業開始日の３０日後） 
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No.４ 補助金・助成金 千葉県 印西市 環境経済部 経済政策課  

適用対象

施設 

 

（別表） 

対象業種（日本標準産業分類・

平成19年総務省告示第618

号） 

対象施設 
投下固定 

資産額 

交付対 

象期間 

製造業（大分類Ｅ） 対象業種の事業の用に供する事業所

および関連施設※ 

ただし廃棄物の処理及び清掃に関す

る法律による許可又は届出を要する

施設又はこれに類する施設を除く 

５億円以上 ５年 

１００億円

以上 

７年 

電気・ガス・熱供給・水道業（大

分類Ｆ） 

対象業種の事業の用に供する事業所

および関連施設※ 

ただし、新エネルギーの利用等の促進

に関する特別措置法第２条に規定さ

れるものを活用するための施設に限

る 

３０億円以

上 

５年 

１００億円

以上 

７年 

情報通信業（大分類Ｇ） 対象業種の事業の用に供する事業所

および関連施設※ 

３０億円以

上 

５年 

学術研究，専門・技術サービス

業（大分類Ｌ）のうち学術・開

発研究機関（中分類７１） 

同上 ５億円以上 ５年 

１００億円

以上 

７年 

宿泊業，飲食サービス業（大分

類Ｍ）の宿泊業（中分類７５）

のうち旅館，ホテル（小分類７

５１） 

同上 

ただし、風俗営業等の規制及び業務の

適正化等に関する法律による許可又

は届出を要する施設又はこれに類す

る施設を除く 

３０億円以

上 

５年 

生活関連サービス業，娯楽業

（大分類Ｎ）の娯楽業（中分類

８０）のうち公園，遊園地（小

分類８０５） 

対象業種の事業の用に供する事業所

および関連施設※ 

３０億円以

上 

５年 

※ 関連施設…駐車場・社員寮・研修所・福利厚生施設等 
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No.５ 補助金・助成金 千葉県 成田市 商工課 

制度名 成田市企業誘致制度 

概 要 

成田市では、企業の成田市内への進出や、市民の雇用を促進するため、平成２４年７月に企業誘致

制度を拡充した。 

これにより「市内に本社を新設し、市民を雇用する」、「新たに工業団地に進出する」といった場合

に奨励金の交付を受けることが出来るようになった。 

適用対象 

（１）対象施設 

・工場（製造業） 

・事業所（大規模小売店舗、丌動産賃貸業、風営法の許可・届出対象を除く） 

 ※ 対象施設は、都市計画法等による制限を受ける。  

（２）新設 

・市内に工場及び事業所を有しない者が市内に新たに工場等を設置する。【投資型】 

・市内に新たに本社を設置する。【雇用型】（※） 

 ※成田市に本社を新設する雇用型の場合、既に市内に支社等があっても適用の対象となる。 

（３）要件 

・法令等に定める公害等の発生防止の措置がなされ、かつ、周辺環境に十分な配慮がされている  

こと。 

・市税等を完納していること。 

 

種 目 誘致対象区域（※1） 要 件 補 助 額 補助期間 

雇用型 

市内全域 

（大栄物流団地、 

豊住・野毛平・大栄 

工業団地を除く） 

本社を立地し常用

雇用者数が 

１００人以上 

市内在住正規雇用者１

人当たり１０万円 

（市内在住非正規雇用

者１人当たり５万円） 

３年間（※2） 

投資型 

大栄物流団地 

投下固定資産額が

５億円以上又は常

用雇用者数が３０

人以上（※1） 

対象施設の土地、家屋

及び償却資産に係る 

固定資産税（都市計画

税含む）納税に相当す 

る金額を限度 
３年間（※3） 

豊住工業団地 

野毛平工業団地 

大栄工業団地 

投下固定資産額が

５億円以上かつ常

用雇用者数が３０

人以上 

 

※1 造成事業者からの取得に限ります。（二次取得については、他の工業団地の要件と同じ。） 

※2 本社が操業を開始した日以降１年を経過する日から起算して３年間となる。 

２年目以降は、市民常用雇用者が増加した分に対して支給する。 

※3 工場等が操業を開始した日の翌年の４月１日から起算して３年間となる。 

 

（４）指定手続きについて 

・奨励金を受けようとする事業者は、工場等の操業開始前（※）に、上記の要件を満たすものとし

て、あらかじめ市長の指定を受ける必要がある。 

・また、投資型においては操業開始予定の３０日前、雇用型においては操業開始前までに指定の申

請が必要となるので、注意する。 
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No.６ 補助金・助成金 千葉県 佐倉市 産業振興課 

制度名 企業立地支援制度 

概 要 

企業立地促進助成金の拡充と地元雇用促進奨励金の拡充 

１．企業立地促進助成金は、市内の事業所の既存敷地内での増設、リースの償還資産に係る固定資

産税相当額も助成対象となった。 

２．地元雇用促進奨励金は、市内在住者を雇用した場合、1人あたり年 10万円の奨励金を 3年間

交付する。 

企 業 立 地

に 対 す る

支援 

１．企業誘致助成金 

（１）企業立地促進助成金 

①条件：投下固定資産額が１億円以上で、常時雇用される従業員が 10人以上であること。 

②助成額：新増設する土地、家屋、償却資産（５年以上のリース資産を含む）に係る固定資産税、

都市計画税の納付額の範囲内。 

③助成期間：５年以内。ただし、本社立地企業は７年（リース資産については５年）以内。 

（２）緑化推進奨励金 

①条件：（１）の適用を受けており、かつ、佐倉市と緑化推進のための協定等を締結した企業で、

緑化推進のために植栻をし、維持管理していること。 

②助成額：緑化促進のための植栻及び維持管理に要した経費に相当する額の２分の１以内の額

（助成対象期間内で１００万円を限度） 

③助成期間：５年以内。 

（３）賃貸型立地促進助成金 

①条件：テナントとしてビル等に入居し、雇用従業員数が５人以上であること。 

②助成額：年間テナント賃借料に要した経費の２分の１以内の額（年間限度額１５０万円。ただ

し、本社立地企業については、年間限度額３００万円） 

③助成期間：３年以内。 

（４）賃貸型情報機器助成金 

①条件：（１）又は（３）の適用を受けており、かつ、情報機器を賃借すること。 

②助成額：情報機器の年間賃借料の額の範囲内（年間限度額５０万円） 

③助成期間：３年以内 

（５）地元雇用促進奨励金 

①条件：（１）又は（３）の適用を受けており、かつ、市内在住者を雇用保険一般被保険者（短

時間労働者を除く）及び厚生年金保険被保険者として雇用すること。 

②助成額：被用者１人あたり年間１０万円。 

③助成期間：３年以内。 

２．地元雇用促進奨励金 

・これまで、地元雇用促進奨励金を 1 人あたり 6 万円、単年度限りとしてきたが、地元雇用をさ

らに促進するため、この奨励金を 1人あたり年 10万円、3年間交付に拡充した。 

窓 口 の 一

元化 

３．「ワンストップサービス」体制によるサポート 

・進出に関する相談から、開発等に伴う各種行政手続き、アフターフォローに至るまで、企業から

お問い合わせを一拢して受け付ける「ワンストップサービス」体制を構築している。 

そ の 他 支

援 

４．『成田空港・圏央道沿線地域基本計画』に基づく支援 

・計画で指定した業種（①食品・②ものづくり・③物流・④観光関連産業）に該当し、工場等の新

増設や事業の高度化を行う際に県の承認を受けた事業者は、次の支援メニューを活用できる。 

① 設備投資に係る法人税又は所得税の特別償却制度、②超低利融資制度、③無利子貸付制度 
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No７ 補助金・助成金 千葉県 千葉市 経済企画課 企業誘致班 

制度名 企業立地補助金制度 

概 要 ・補助金事業の適用を受けた企業の、千葉市民の雇用、雇用者の千葉市への転入を支援する。 

適用対象 対象となる業種（全メニュー共通） 

・製造業・情報通信関連業・運輸業・卸小売業・ 学術研究業 

・専門技術サービス業（自然科学研究所、デザイン業、広告業のみ） 

・飲食サービス業・建設業・自動車整備業（新港経済振興地区のみ） 

 適用される企業 補助対象者 内容 補助限度額・期間 

所有型企業立地補助金の

対象となった企業 
本市在住新規常時雇用

者、及び常時雇用者で

新規に転入した者 

30万円

/1人 

6,000万円（上限200人）

×1年 

賃借型企業立地補助金の

対象となった企業  

1,500万円（上限 50人）

×1年 

市内企業賃借拠点拡充事

業の対象となった企業 

6,000万円（上限200人）

×1年 
  

企 業 立 地

に 対 す る

支援 

１．新たに工場・事務所等を『賃借』される企業 

・賃借料の半額を 1年間、最大 300万円補助。本社の場合、最大 500万円 

・法人市民税法人税割額の半額を 3年間補助。本社の場合、全額で限度額なし 

・事業所の規模 100m²以上、常時雇用人数 3人から対象 

補助内容 

（１）賃借料補助 

（２）法人市民税法人税割額に対する補助 

（３）雇用奨励補助 

対象施設 対象地区 対象地区 補助内容・上限・期間 

工場/ 

植物工場/ 

研究開発施設/ 

流通加工施設/ 

事務所 

千葉都心地区 

幕張新都心地区 

蘇我特定地区 

千葉土気緑の森工業団

地 

ちばリサーチパーク 

工専・工業・準工地域 

商業地域、近隣商業地

域（事務所のみ） 

市外企業立地事業 

賃借料の 1/2（年 300 万円

上限）×1年 

法人市民税法人税割額の1/2

×3年 

本社賃借立地事業 

※平成 26 年まで

に事業計画認定を

受けた企業 

賃借料の 1/2（年 500 万円

上限）×1年 

法人市民税法人税割額の

100%×3年 

外資系企業賃借立

地事業 

賃借料の 2/3 

（年 300万円上限）×1年 

法人市民税法人税割額の1/2

×3年 

特定創業支援施設

卒業企業賃借立地

事業※ 

賃借料の 1/3（年 100万円

上限）×1年  

事務所規模の要件に下限なし 

環境関連施設 
蘇我特定地区リサイク

ル機能ゾーン 
市外企業立地事業 

賃借料の 1/2（年 300万円

上限）×1年 

法人市民税法人税割額の1/2

×3年 

※特定総合支援施設・・・ 千葉市ビジネス支援センターインキュベート室、千葉市ビジネス支
援センター富士見分館ビジネスインキュベート室、千葉大亥鼻イノベーションプラザ、千葉県
外資系企業スタートアップセンター 
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No７ 補助金・助成金 千葉県 千葉市 経済企画課 企業誘致班 

企 業 立 地

に 対 す る

支援 

２．新たに工場・事務所等を『取得』される企業 

・取得した固定資産に係る固定資産・都市計画税の相当額を補助 

・本社立地事業の要件を緩和し、中規模投資も対象。（取得固定資産の評価額 1億円から） 

・市内企業の方も利用可能 

補助内容 

（１）取得した固定資産に係る固定資産税・都市計画税相当額 

（２）雇用奨励補助 

対象施設 対象地区 メニュー名 対象地区 補助内容・上限・期間 

工場/ 

植物工場

/ 

研究開発

施設/ 

流通加工

施設/ 

事務所 

 

新港経済振興地区 新港経済振

興地区企業

立地事業 

取得固定資産評価額 1

億円以上、または取得

固定資産 3 千万円以上

かつ常時雇用人員 5 人

以上 

1億円×5年 

取得固定資産評価額

が 50億以上の場合 

⇒5億円×5年 

千葉都心地区 

幕張新都心地区 

蘇我特定地区 

千葉土気緑の森工

業団地 

ちばリサーチパー

ク 

その他一団の工業

団地集積地として

認められる工専・

工業・準工地域 

商業地域、近隣商

業地域（事務所の

み） 

重点地域企

業立地事業 

取得固定資産評価額 2

億円以上、または取得

固定資産評価額 1 億円

以上かつ常時雇用人員

10人以上 

1億円×3年 

取得固定資産評価額

が 50億以上の場合 

※1 

⇒5億円×5年 

本社 

千葉都心地区 

幕張新都心地区 

蘇我特定地区 

千葉土気緑の森工

業団地 

ちばリサーチパー

ク 

工専・工業・準工

地域 

商業地域、近隣商

業地域 

本社立地事

業 

取得固定資産評価額

20億円以上、かつ従業

員 200人以上 

5億円×5年 

中規模本社

立地事業 

取得固定資産評価額 2

億円以上、または取得

固定資産評価額 1 億円

以上、かつ常時雇用人

員 10人以上 

1億円×3年 

倉庫 

新港経済振興地区 新港経済振

興地区企業

立地事業 

取得固定資産評価額 1

億円以上、または取得

固定資産 3 千万円以上

かつ常時雇用人員 5 人

以上 

1億円×5年 

取得固定資産評価額

が 50億以上の場合 

⇒5億円×5年 
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No７ 補助金・助成金 千葉県 千葉市 経済企画課 企業誘致班 

企 業 立 地

に 対 す る

支援 

 

対象施設 対象地区 メニュー名 対象地区 補助内容・上限・期間 

特定流通

業務施設

※2 

規定なし 

特定流通業

務施設立地

事業 

取得固定資産評価額 2

億円以上、または取得

固定資産 1 億円以上か

つ常時雇用人員 10 人

以上 

1億円×3年 

環境関連

施設 

蘇我特定地区リサ

イクル機能ゾーン 

重点地域企

業立地事業 

取得固定資産評価額 2

億円以上、または取得

固定資産評価額 1 億円

以上かつ常時雇用人員

10人以上 

1億円×5年 

取得固定資産評価額

が 50億以上の場合 

⇒5億円×5年 

※1 流通加工施設を除く 

※2 物流総合効率化法に規定する特定流通業務施設 

 

３．市内拠点に追加投資等をされる企業 

【所有型】市内企業拠点拡充事業 

・市内企業の既存施設における評価額 2億円以上の追加投資等を支援 

【所有型】メニュー 

補助内容 

（１）取得した固定資産にかかる固定資産税・都市計画税相当額  

 

対象施設 対象地区 投資・雇用要件 補助限度額・期間 

工場/ 

植物工場/ 

研究開発施設/ 

事務所/ 

流通加工施設/ 

倉庫（新港経済

振興地区のみ）

/ 

新港経済振興地区 

取得固定資産評価額 1 億

円以上。 

うち、土地・建物・構築物

（新・増設）の取得固定資

産評価額 5,000 万円以上

を含むこと。 

1億円×3年 

千葉都心地区 

幕張新都心地区 

蘇我特定地区 

千葉土気緑の森工業団地 

ちばリサーチパーク 

工専・工業・準工地域 

商業地域、近隣商業地域 

（事務所のみ） 

取得固定資産評価額 2 億

円以上。 

うち、土地・建物・構築物

（新・増設）の取得固定資

産評価額 1 億円以上を含

むこと。 

環境関連施設 
蘇我特定地区 

リサイクル機能ゾーンのみ 
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No７ 補助金・助成金 千葉県 千葉市 経済企画課 企業誘致班 

企 業 立 地

に 対 す る

支援 

【賃借型】市内企業賃借拠点拡充事業 

・ 市内企業の 50人以上の雇用を生み出す拠点拡充を支援 

【賃借型】メニュー 

補助内容 

（１）増加した法人市民税法人税割の 1/2 

（２）雇用奨励補助 

対象施設 対象地区 投資・雇用要件 補助限度額・期間 

工場/ 

植物工場/ 

研究開発施設/ 

事務所/ 

流通加工施設/ 

千葉都心地区 

幕張新都心地区 

蘇我特定地区 

千葉土気緑の森工業団地 

ちばリサーチパーク 

工専・工業・準工地域 

商業地域、近隣商業地域 

（事務所のみ） 

・市内企業が新規に拠点を

設置するか、既存拠点を増

設すること。 

・市内対象施設で 50 人以

上の常時雇用人員の増加。 

法人市民税法人

税割額 

（増加分）

1/2×1年 

雇用奨励補助 

30万円/1人×

上限 200人 

環境関連施設 
蘇我特定地区リサイクル

機能ゾーン 
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（３）企業立地制度の整理 

企業立地制度の概要を一覧で示す。 

表．企業立地制度まとめ 

N

o. 

分類

※1 
自治体名 担当課 制度名 概 要 

種類 対象 
手続き 

窓口 

対象分野 

対象業種 奨励金 助成金 税 
立地 

（取得） 
賃貸 

追加 

投資 
雇用 

環境・ 

緑化※2 

１ 

A 柏市 経済産業部 

商工振興課 

企業立地 

促進制度 

市内の企業立地促進地域（工業専用地

域、工業地域、工業団地等）において、

工場や研究所などの事業施設を設置

し、営業を行う企業に対して、企業立

地促進奨励金を交付している 

●   ●      1.バイオテクノロジー関連産業 

2.ナノテクノロジー関連産業 

3.ロボット関連産業 

4.情報通信関連産業 

5.環境関連産業 

6.ライフサイエンス、健康、医療関連産業 

7.食品関連産業  

8.その他市長が特に必要と認める産業 

２ 

A 流山市 総合政策部 

誘致推進課 

企業立地 

優遇制度 

企業立地促進奨励金、雇用奨励金、環

境配慮型設備設置費助成金、太陽光発

電設備設置費助成金、雨水利用設備設

置費助成金など、立地企業に対する優

遇措置制度を設けている 

● ●  ●   ● ●  1.建設業中分類 06 総合工事業の用に供する事務所 

2.製造業の用に供する工場 

3.情報通信業の用に供する事業所 

4.学術研究、専門・技術サービス業の用に供する事業所 

5.バイオテクノロジー、ナノテクノロジー、ロボット等の先端技術

関連業務の用に供する事業所 

6.その他特に産業の振興に寄不すると市長が認めるの 

３ 

A 白井市 市民経済部 

商工振興課 

企業誘致 

推進室 

企業立地 

優遇制度 

「企業立地促進条例」を定め、市内に

新設・増設・移転により事業所を立地

し、操業する事業者に対して企業立地

奨励金・雇用促進奨励金を交付する 

●   ●   ●   工場、研究所その他事業所 ※その他事業所とは、日本標準産業

分類に記載されている事業の用に供する施設をいい、次の施設は

除く。 
①丌動産賃貸施設 ②飲食施設 ③娯楽施設 ④浴場施設 

⑤風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律許可又は届出

を要する施設 

４ 

A 印西市 環境経済部 

経済政策課 

印西市 

企業立地 

奨励制度 

進出する企業に対し、優遇策（固定資

産税収納相当額を限度とした奨励金の

交付等）を設け、企業の立地を支援し

ている 

●   ●   ●   1.製造業 

2.電気・ガス・熱供給・水道業 

3.情報通信業 

4.学術・開発研究機関 

5.旅館，ホテル 

6.公園，遊園地 

５ 

A 成田市 経済部 

商工課 

成田市企

業誘致制

度 

企業の市内への進出や、市民の雇用を

促進するため、平成２４年７月に企業

誘致制度を拡充した。これにより「市

内に本社を新設し、市民を雇用する」、

「新たに工業団地に進出する」といっ

た場合に奨励金の交付を受けることが

可能となった 

●         1.工場（製造業） 

2.事業所（大規模小売店舗、丌動産賃貸業、風営法の許可・届出対

象を除く） 

６ 

A・B 

・C 

佐倉市 産業振興部 
産業振興課 

 

企業立地 

支援制度 

市の企業立地支援制度が拡充され、特

に企業立地促進助成金の拡充、地元雇

用促進奨励金の拡充を行うことになっ

た 

● ● ● ●   ● ● ● 1.農業（植物工場） 

2.建設業 

3.製造業 

4.情報サービス業 

5.運送業、郵便業 

6.各種商品卸売業、繊維・衣服卸売業、飲食料品卸売業、建築材料、

鉱物・金属材料等卸売業、機械器具卸売業、その他の卸売業 

7.学術・開発研究機関 

７ 

A 千葉市 経済部 

経済企画課 

企業誘致班 

企業立地 

補助金制

度 

補助金制度を拡充、対象業種・対象地

域を大幅に拡大充実の雇用奨励補助固

定資産税・都市計画税、法人市民税法

人税割額、賃借料の多彩な補助内容市

内企業の追加投資にも対応 

●  ● ● ● ●    ※「所有型」「賃貸型」「追加投資型」共通業種。これ以外にもメニ

ューごとに指定する業種がある。 

1.製造業・情報通信関連業・運輸業・卸小売業・学術研究業 

2.専門技術サービス業（自然科学研究所、デザイン業、広告業のみ） 

3.飲食サービス業・建設業・自動車整備業（新港経済振興地区のみ） 

※1 A：補助金・助成金 Ｂ：手続き迅速化 C：税金の軽減    ※２ 環境配慮型設備、太陽光発電設備、雨水排水設備含む 
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表．政令指定都市が実施している主な企業誘致策・産業振興策 

自治体名 事業名 内 容 

札幌市 札幌圏みらいづくり産業立地促進事

業 

技術革新分野の産業（医療、医薬品、環境エネルギー

など）を集積。近隣７市町と連携して研究開発施設や

製造施設などの立地を促進。上限は札幌市内に立地の

場合１０億円 

さいたま市 さいたま医療ものづくり都市構想の

推進 

同市に集積する自動車・光学・医療機器分野の企業に、

医療機器関連産業への新規参入や事業拡大を「産学官

医」の連携で支援 

千葉市 中規模本社立地事業 取得固定資産評価額２億円以上、または取得固定資産

評価額１億円以上で常時雇用人員１０人以上の企業

に、固定資産税などの相当額を３年間補助 

横浜市 企業立地促進条例 市内特定地域に一定の条件を満たす事業計画を持つ企

業や、新たに本社などを設置する企業に、助成金の交

付や市税の軽減を行う 

新潟市 NIIGATA SKY PROJECT 航空機産業支援事業として、国内外の展示会への出展

や国際認証取得費の５０％を助成するなど 

静岡市 中小企業事業高度化機械設備事業 市内の中小企業が対象。新製品開発や生産性向上など

事業高度化に要する設備投資に対し１０００万円を上

限に助成 

浜松市 新産業創出事業費補助金 市が決めた成長６分野（次世代輸送用機器、健康・医

療、環境・エネルギーなど）で事業化を目指す市内の

中小企業者などに研究対策費の一部を助成 

名古屋市 小規模企業者設備投資促進補助金 市内の事業所で小規模企業者が３００万円以上の機

械・設備を設置する場合に、１企業・個人当たり３０

０万円を上限に取得価栺の１０％を補助 

京都市 中小企業パワーアッププロジェクト 経営革新により持続的な成長が期待される企業を発掘

する「オスカー認定制度」を核に、将来性の高い中小

企業の発掘から育成まできめ細かく支援する 

堺市 企業投資促進事業 市内の中小企業が生産施設に加え、研究開発施設の新

設・増設・建て替え、研究開発設備の導入などを行う

場合、総投資額の５％を、１０億円を上限に補助 

北九州市 航空機産業誘致促進事業 今後、成長が見込まれる航空機産業を誘致するため、

福岡県航空産業振興会議の活動に加え、市内企業の航

空機産業への参入の可能性を探る 

日経グローカルNo.199（平成24年7月２日）より 
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５―２．企業立地制度事例のまとめ 
 

 

 
 

・柏市では、固定資産相当額またはその１／２の額が１億円を限度に１から 3 年間交付さ

れる。 

・流山市では、固定資産税相当額が５年間交付される。市民雇用 1 人につき 20 万円交付

される。 

・白井市では、固定資産税相当額が５年間交付される。市民雇用 1 人につき 10 万円交付

される。 

・印西市では、固定資産税相当額が 5 年間または 7 年間交付される。市民雇用１人につき

10万円交付される。 

・成田市では、固定資産税相当額が３年間交付される。市民雇用１人につき 10万円交付さ

れる。 

・佐倉市では、固定資産税相当額が５年間交付される。植栻管理経費額の 1/2 が交付され

る。賃貸型は、経費の 1/2を交付される。市民雇用１人につき 10万円交付される。 

・千葉市では、取得型は、固定資産税相当額が５年間交付される。賃借型は、経費の 1/2

を交付される。市民雇用１人につき 30万円交付される。 

 
 

政令指定都市の主な企業誘致策は、その自治体が定めた分野、中及び小規模事業者等を 

指定した内容が比較的多い。 

 

・札幌市、さいたま市、新潟市、浜松市、京都市、北九州市では、分野や産業を特定した制

度である。 

・静岡市、浜松市、名古屋市、京都市、堺市では、市内中小企業を対象としている。 

 

 

 

企業立地の制度・条例を導入する自治体は、立地奨励金や雇用奨励金を設ける例が多い。 
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